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   財団法人弘前市公園緑地協会寄附行為 
                             昭和56年3月26日   

                             青森県指令第1171号  

                  改正 昭和57年10月22日青森県指令第5187号 

                  改正 平成20年 4月16日青都計第４３号 

   第１章 総則 

 （名称） 

第１条 この法人は、財団法人弘前市公園緑地協会( 以下「協会」という。) という。 

 （事務所） 

第２条 協会は、事務所を青森県弘前市大字下白銀町１番地１号に置く。 

 （目的） 

第３条 協会は、弘前市における都市緑化の推進のため、都市緑化事業を進めるとと 

 もに、公園・緑地の利用の増進を図り、弘前市民の潤いのある安全で快適な生活に 

 資することを目的とする。 

 （事業） 

第４条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）緑化に関する相談所の開設 

（２）緑化推進に関する研究会、講習会等による市民の緑化思想の普及及び啓発 

（３）公園・緑地の利用増進普及 

（４）公園・緑地（その利用増進に資する体育施設等であって、該当公園・緑地と 

  一体をなすものを含む。）の管理に関する受託事業 

（５）その他協会の目的を達成するため必要な事項 

   第２章 資産、事業計画等 

 （資産の構成） 

第５条 協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 

（１） 財産目録に記載された財産 
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（２） 資産から生ずる収入 

（３） 寄附金品   

（４） 事業に伴う収入       

（５） その他の収入 

 （資産の種別） 

第６条 協会の資産は、基本財産及び運用財産の２種とする。 

２ 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 

（１）協会の設立に際し基本財産として指定された財産 

（２）基本財産とすることを指定して寄附された財産 

（３）協会の設立後に理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 

３ 運用財産は、基本財産以外の資産とする。 

 （基本財産の処分の制限） 

第７条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、や 

 むを得ない理由があるときは、理事会において、理事の４分の３以上の同意を得、 

  かつ、青森県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を 

 担保に供することができる。 

 （資産の管理） 

第８条 協会の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を得て 

 定める。 

２ 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関等に預け入れ、若しくは信託会社に信 

託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。 

 （経費の支弁） 

第９条 協会の経費は、運用財産をもって支弁する。 

 （事業年度） 

第１０条 協会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 （事業計画及び予算） 
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第１１条 協会の事業計画及び予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前に理事 

 会の承認を得なければならない。 

２ 前項の規定により協会の事業計画及び予算が確定したときは、理事長は、当該事 

 業計画及び予算を弘前市長に提出しなければならない。 

３ 前２項の規定は、協会の事業計画及び予算を変更する場合について準用する。 

 （事業報告、決算及び財産目録） 

第１２条 協会の事業報告、決算及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を経 

 て、その事業年度終了後２月以内に理事会の承認を得なければならない。 

２ 理事長は、前項の規定により手続きを経た協会の事業報告、決算及び財産目録を 

 弘前市長に提出しなければならない。 

   第３章 役員 

 （役員の種別及び選任） 

第１３条 協会に次の役員を置く。 

（１）理事長    １人 

（２）専務理事   １人 

（３）常務理事   １人 

（４）理事（理事長、専務理事及び常務理事を含む。） 

          ８人以上１５人以内 

（５）監事     ２人 

２ 理事及び監事は、弘前市長が任命する。 

３ 理事長は、理事のうちから弘前市長が指名する。 

４ 理事長は、理事のうちから専務理事及び常務理事を指名する。 

５ 理事及び監事は相互に兼ねることができない。 

 （役員の職務） 

第１４条 理事長は、協会を代表し、業務を統括する。 

２ 専務理事は、理事長を補佐し、業務を処理するとともに、理事長に事故があると 
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 きは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。 

３ 常務理事は、専務理事を補佐し、業務を処理するとともに、理事長及び専務理事 

 に事故あるときは、その職務を代理し、理事長及び専務理事が欠けたときは、その 

 職務を行う。この場合において、常務理事がその職務を代理し、又は行う順序は、 

  あらかじめ理事長が定めたところによる。 

４ 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。 

５ 監事は、民法（明治２９年法律第８９号）第５９条の職務を行う。 

 （役員の任期） 

第１５条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は辞任し、又は任期が満了した場合においても後任が就任するまでは、その 

 職務を行わなければならない。 

 （役員の解任） 

第１６条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において 

 ３分の２以上の同意を得て、その役員を解任することができる。 

２ 前項の規定により役員を解任しようとするときには、その役員にあらかじめ通知 

 するとともに、当該役員に、解任の議決を行う理事会において弁明の機会を与えな 

 ければならない。 

 （役員の報酬） 

第１７条 役員には報酬を与えない。ただし、常勤の役員には、報酬を与えることが 

 できる。 

２ 常勤の役員、報酬の額等については、理事会の議決を経て理事長が別に定める。 

   第４章 理事会 

 （理事会の設置） 

第１８条 協会は、理事会を設置する。 

 （理事会の構成） 
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第１９条 理事会は、理事長、専務理事、常務理事その他の理事をもって構成する。 

 （理事会の権能） 

第２０条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、協会の運営に関する重 

 要事項を議決する。 

 （理事会の開催） 

第２１条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。 

（１）理事長が必要と認めたとき。 

（２）理事の３分の１以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。 

（３）監事から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。 

 （理事会の招集） 

第２２条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、前条第１項第２号及び第３号の場合には、すみやかに理事会を招集し 

 なければならない。 

３ 理事会を招集する場合は、構成員に対し、会議の目的たる事項、内容、日時及び 

 場所を記載した書面をもって、少なくとも５日前までに通知しなければならない。 

 ただし、緊急の場合はこの限りでない。 

 （理事会の議長） 

第２３条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

 （理事会の定足数） 

第２４条 会議は、構成員の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。 

 （理事会の議決） 

第２５条 理事会の議決は、この寄附行為に別に定めるもののほか、会議に出席した 

 構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

 （書面表決書等） 

第２６条 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面を 

 もって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場 
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 合において前２条及び次条第１項第３号の規定の適用については、出席した者とみ 

 なす。 

 （理事会の議事録） 

第２７条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな 

 らない。 

（１）会議の日時及び場所 

（２）構成員の現在数 

（３）会議に出席した理事の氏名（書面表決者及び表決委任者を含む。） 

（４）議決事項 

（５）議事の経過の概要及びその結果 

（６）議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長のほか、その会議に出席した構成員のうちから当該会議で選出 

 された議事録署名人２人以上が署名押印しなければならない。 

   第５章 事務局 

 （事務局） 

第２８条 協会の事務を処理するため、協会に事務局を置く。 

２ 事務局に関する規程は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 （職員の任免） 

第２９条 事務局の職員は、理事長が任免する。 

   第６章 寄附行為の変更及び解散 

 （寄附行為の変更） 

   第３０条 この寄附行為は、理事会において理事の３分の２以上の同意を得、かつ、 

    青森県知事の認可を得なければ変更することができない。 

    （解散） 

   第３１条 協会は、民法第６８条第１項第２号から第４号までの規定によるほか、理

事会において、理事の４分の３以上の同意を得、かつ、青森県知事の承認があった 
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    ときに解散する。 

   （残余財産の処分） 

  第３２条 協会の解散のときに存する残余財産は、弘前市に寄附する。 

第７章  雑則 

     （委任） 

     第３３条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て 

別に定める。 

       附 則 

    １ この寄附行為は、青森県知事の許可のあった日から施行する。 

    ２ 協会設立当初の役員の任期は、第１５条第１項の規定にかかわらず、昭和５８年

３月３１日までとする。 

    ３ 協会設立当初の事業年度は、第１０条の規定にかかわらず設立許可のあった日か

ら昭和５７年３月３１日までとする。 

    ４ 協会の設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第１１条第１項の規定にかか

わらず設立者の定めるところによる。 

附 則（昭和５７年１０月２２日青森県指令第５１８７号） 

     この寄附行為は、青森県知事の認可のあった日から施行する。 

 附 則（平成２０年４月１６日青都計第４３号） 

     この寄附行為は、青森県知事の認可のあった日から施行する。 

 

 



平成22年5月18日現在

役 職 名 氏 名 市 役 職 名

理 事
（ 理 事 長 ）

小 笠 原 靖 介 副 市 長

理 事
（専務理事）

笹 村 真 商工観光部長

理 事
（常務理事）

石 澤 肇

理 事 蒔 苗 貴 嗣 企 画 部 長

同 佐 々 木 富 英 総 務 部 長

同 野 呂 雅 仁 市民環境部長

同 蛯 名 正 樹 農 林 部 長

同 吉 崎 義 起 建 設 部 長

同 山 田 仁 都市整備部長

同 大 谷 雅 行 教 育 部 長

監 事 木 村 昌 司 会 計 管 理 者

監 事 白 戸 久 夫 上下水道部長

財団法人弘前市公園緑地協会役員名簿



一般会計

(単位：円）

当 年 度 前 年 度 増　減

１　流動資産

現金預金 13,440,258 20,284,622 △ 6,844,364

普通預金 (青森銀行) 13,440,258 9,284,622 4,155,636

普通預金 (青森銀行) 0 1,000,000 △ 1,000,000

通知預金（青森銀行） 0 10,000,000 △ 10,000,000

未収金 4,627,012 1,129,146 3,497,866

仮払金 280,000 140,000 140,000

流 動 資 産 合 計 18,347,270 21,553,768 △ 3,206,498

２　固定資産

基本財産

基本財産積立預金（東奥信用金庫） 15,000,000 5,000,000 10,000,000

基 本 財 産 合 計 15,000,000 5,000,000 10,000,000

特定資産

事業基金積立資産（青森銀行） 570,640 10,531,811 △ 9,961,171

特 定 資 産 合 計 570,640 10,531,811 △ 9,961,171

その他の固定資産

車輌運搬具 0 7,091,202 △ 7,091,202

車輌運搬具減価償却累計額 0 △ 7,091,195 7,091,195

什器備品 0 7,284,647 △ 7,284,647

什器備品減価償却累計額 0 △ 4,936,486 4,936,486

そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 0 2,348,168 △ 2,348,168

固 定 資 産 合 計 15,570,640 17,879,979 △ 2,309,339

資 産 合 計 33,917,910 39,433,747 △ 5,515,837

１　流動負債

未払金 17,203,271 19,235,259 △ 2,031,988

預り金 875,683 1,126,533 △ 250,850

所得税 75,100 76,360 △ 1,260

県市民税 204,600 205,600 △ 1,000

雇用保険料 595,983 844,573 △ 248,590

貸　借　対　照　表貸　借　対　照　表貸　借　対　照　表貸　借　対　照　表

平成２２年３月３１日現在平成２２年３月３１日現在平成２２年３月３１日現在平成２２年３月３１日現在

（平成２１年度）（平成２１年度）（平成２１年度）（平成２１年度）

科　　　目

資産の部

負債の部
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当 年 度 前 年 度 増　減科　　　目

流 動 負 債 合 計 18,078,954 20,361,792 △ 2,282,838

負 債 合 計 18,078,954 20,361,792 △ 2,282,838

指定正味財産

寄附金 5,000,000 5,000,000 0

指 定 正 味 財 産 合 計 5,000,000 5,000,000 0

（うち基本財産への充当額） 5,000,000 5,000,000 0

（うち特定資産への充当額） 0 0 0

一般正味財産 10,838,956 14,071,955 △ 3,232,999

（うち基本財産への充当額） 10,000,000 0 10,000,000

（うち特定資産への充当額） 570,640 10,531,811 △ 9,961,171

正 味 財 産 合 計 15,838,956 19,071,955 △ 3,232,999

負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 33,917,910 39,433,747 △ 5,515,837

正味財産の部
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特別会計

(単位：円）

当 年 度 前 年 度 増　減

１　流動資産

現金預金 6,208,528 0 6,208,528

普通預金 (みちのく銀行) 6,208,528 0 6,208,528

未収金 115,143 0 115,143

棚卸資産 284,711 0 284,711

仮払金 120,000 0 120,000

流 動 資 産 合 計 6,728,382 0 6,728,382

資 産 合 計 6,728,382 0 6,728,382

１　流動負債

未払金 525,555 0 525,555

未払法人税等 1,759,700 0 1,759,700

預り金 4,184 0 4,184

雇用保険料 4,184 0 4,184

流 動 負 債 合 計 2,289,439 0 2,289,439

負 債 合 計 2,289,439 0 2,289,439

指定正味財産

指 定 正 味 財 産 合 計 0 0 0

一般正味財産 4,438,943 0 4,438,943

（うち基本財産への充当額） 0 0 0

（うち特定資産への充当額） 0 0 0

正 味 財 産 合 計 4,438,943 0 4,438,943

負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 6,728,382 0 6,728,382

貸　借　対　照　表貸　借　対　照　表貸　借　対　照　表貸　借　対　照　表

平成２２年３月３１日現在平成２２年３月３１日現在平成２２年３月３１日現在平成２２年３月３１日現在

正味財産の部

（平成２１年度）（平成２１年度）（平成２１年度）（平成２１年度）

科　　　目

資産の部

負債の部
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